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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】果汁感増強剤、および果汁感増強剤を含有する果汁含有組成物、さらに果汁感が
増強されてなる果汁含有組成物の製造方法、ならびに果汁含有組成物について果汁感を増
強する方法の提供。
【解決手段】レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、質量比で５０：５０～９９：１
の割合で配合するか、またはグロシドＶを含むラカンカ抽出物を配合して、これを果汁含
有組成物に対する果汁感増強剤として用いることを特徴とする、果汁感増強剤、および果
汁感増強剤を含有する果汁含有組成物、さらに果汁感が増強されてなる果汁含有組成物の
製造方法、ならびに果汁含有組成物について果汁感を増強する方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、質量比で５０：５０～９９：１の割合で含
有する果汁感増強剤。
【請求項２】
　レバウディオサイドＡを９０質量％以上含有するステビア抽出物、及びモグロシドＶを
含有する果汁感増強剤であって、果汁感増強剤中のレバウディオサイドＡとモグロシドＶ
の配合比が、レバウディオサイドＡ：モグロシドＶ＝５０：５０～９９：１（質量比）で
あることを特徴とする果汁感増強剤。
【請求項３】
　前記ステビア抽出物に含まれるステビオサイド及びレバウディオサイドＣの合計含有量
が０．２質量％以下である請求項２に記載する果汁感増強剤。
【請求項４】
　モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を含有する果汁感増強剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の果汁感増強剤を含む果汁含有組成物。
【請求項６】
　レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶを、合計量として５ｐｐｍ以上の割合で含有す
る請求項５に記載する果汁含有組成物。
【請求項７】
　経口用または口腔内用組成物である請求項５または６に記載する果汁含有組成物。
【請求項８】
　レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、その配合比が質量比で５０：５０～９９：
１となるように、果汁含有組成物に配合することを特徴とする、果汁含有組成物の果汁感
増強方法。
【請求項９】
　レバウディオサイドＡを９０質量％以上含有するステビア抽出物及びモグロシドＶを、
レバウディオサイドＡとモグロシドＶの配合比が、レバウディオサイドＡ：モグロシドＶ
＝５０：５０～９９：１（質量比）となるように、果汁含有組成物に配合することを特徴
とする、果汁含有組成物の果汁感増強方法。
【請求項１０】
　前記ステビア抽出物に含まれるステビオサイド及びレバウディオサイドＣの合計含有量
が０．２質量％以下である請求項９に記載する果汁感増強方法。
【請求項１１】
　モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を果汁含有組成物に配合することを特徴とする
、果汁含有組成物の果汁感増強方法。
【請求項１２】
　レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が５ｐｐｍ以上となる範囲で経口用ま
たは口腔用組成物に配合する、請求項８乃至１１のいずれかに記載する果汁感増強方法。
【請求項１３】
　レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、その配合比が質量比で５０：５０～９９：
１となるように果汁含有組成物に配合するか、またはモグロシドＶを含有するラカンカ抽
出物を果汁含有組成物に配合する工程を有することを特徴とする、果汁感が増強した果汁
含有組成物の製造方法。
【請求項１４】
　レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が５ｐｐｍ以上となる範囲で果汁含有
組成物に配合する、請求項１３に記載する製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は果汁感増強剤に関する。また本発明は果汁感増強剤を含有する果汁含有組成物
に関する。さらに本発明は果汁感が増強されてなる果汁含有組成物の製造方法、並びに果
汁含有組成物について果汁感を増強する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、飲食品や医薬品などに甘味を付与したり、それら自体の味を調節するために、甘
味料が広く用いられている。なかでも近年の健康志向の高まりから、ノンカロリーや低カ
ロリー、または低う蝕性の高甘味度甘味料が広く用いられるようになっている。高甘味度
甘味料には、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウム、ネオテーム、及
びアドバンテームなどの合成甘味料、並びにステビア抽出物、ラカンカ（羅漢果）抽出物
、及びソーマチンなどの天然甘味料がある。近年の天然物志向から、ステビア抽出物やラ
カンカ抽出物などの天然甘味料が好まれるようになってきている。
【０００３】
　しかしながら、これらの天然甘味料、特にステビア抽出物は甘味質が砂糖とは異なり、
甘味に苦味を有すること、甘味が長く口の中に残る（甘味の後引きがある）こと、甘味に
コクがなく、また口腔内での甘味発現が遅く、物足りなさがあるといった問題がある。ス
テビア抽出物に含有される主要な甘味成分であるレバウディオサイドＡは、ステビオサイ
ドなどのステビア抽出物中の他の甘味成分に比べて、甘味の後引きや苦味などの雑味は少
ないものの、まだ呈味の点で問題を有している。また、ラカンカ抽出物の甘味主成分であ
るモグロシドＶにも、苦味や独特の風味があるなどの問題がある。
【０００４】
　ステビア抽出物のこのような問題を解決する方法としては、例えば、特許文献１にはス
テビア抽出物の主たる甘味成分であるレバウディオサイドＡと、ラカンカ抽出物の主たる
甘味成分であるモグロシドＶとを、重量比で９５：５～６０：４０の割合になるように配
合することにより、前記の問題を解消して甘味質に優れた組成物が得られることが示され
ている。また特許文献２には、レバウディオサイドＡなどのレバウディオサイド成分とモ
グロサイドＶとを、重量比で１：１以上６：１以下の範囲で含む組成物が開示されている
。
【０００５】
　しかしながら、レバウディオサイドＡとモグロサイドＶとを含有する甘味料組成物に、
果汁を含有する組成物の果汁感を増強する作用があることについては従来知られていない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開番号ＷＯ２００９/０６３９２１
【特許文献２】特開２０１６－４１０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、天然甘味料の成分を用いて、果汁を含む組成物について果汁感を増強するた
めの技術を提供することを目的とする。より詳細には、第１に、本発明は果汁感増強剤を
提供することを目的とする。第２に果汁感が増強されてなる果汁含有組成物を提供するこ
とを目的とする。第３に、果汁感が増強されてなる果汁含有組成物を製造する方法、換言
すれば、果汁を含む組成物について果汁感を増強させる方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねていたところ、ステビア抽出
物の甘味主成分であるレバウディオサイドＡに対してラカンカ抽出物の甘味主成分である
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モグロシドＶを配合し、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとの割合を５０：５０～９
９：１（質量比）に調整した組成物、並びにモグロシドＶを含むラカンカ抽出物が、果汁
を含む組成物の果汁感を増強する作用を発揮することを見出した。このことから、当該組
成物を果汁感増強剤として、果汁を含む組成物、好ましくは経口的に摂取されるか、また
は口腔内で用いられる果汁含有組成物に配合することで、果汁感が増強された果汁含有組
成物が得られることを確認して本発明を完成した。
【０００９】
　本発明はかかる知見に基づいて、さらに研究を重ねて完成したものであり、下記の実施
形態を有するものである。
【００１０】
（Ｉ）果汁感増強剤
（Ｉ－１）レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、質量比で５０：５０～９９：１、
好ましくは６０：４０～９９：１、より好ましくは７０：３０～９９：１、特に好ましく
は７０：３０～９８：２の割合で含有する果汁感増強剤。
（Ｉ－２）レバウディオサイドＡを９０質量％以上含有するステビア抽出物、及びモグロ
シドＶを含有する果汁感増強剤であって、果汁感増強剤中のレバウディオサイドＡとモグ
ロシドＶの配合比（質量比）が、レバウディオサイドＡ：モグロシドＶ＝５０：５０～９
９：１、好ましくは６０：４０～９９：１、より好ましくは７０：３０～９９：１である
ことを特徴とする果汁感増強剤。
（Ｉ－３）前記ステビア抽出物に含まれるステビオサイド及びレバウディオサイドＣの合
計含有量が０．２質量％以下である（Ｉ－２）に記載する果汁感増強剤。
（Ｉ－４）モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を含有する果汁感増強剤。
（Ｉ－５）果汁含有組成物に対して、レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が
５ｐｐｍ以上となる範囲で用いられる（Ｉ－１）～（Ｉ－４）のいずれかに記載する果汁
感増強剤。
【００１１】
（ＩＩ）果汁感が増強されてなる果汁含有組成物、及びその製造方法
（ＩＩ－１）（Ｉ－１）乃至（Ｉ－５）のいずれかに記載する果汁感増強剤を含有する果
汁含有組成物。
（ＩＩ－２）レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶを、合計量として５ｐｐｍ以上の割
合で含有する（ＩＩ－１）に記載する果汁含有組成物。
（ＩＩ－３）経口用または口腔内用の組成物である（ＩＩ－１）または（ＩＩ－２）に記
載する果汁含有組成物。
（ＩＩ－４）飲食品組成物である（ＩＩ－１）～（ＩＩ－３）に記載する果汁含有組成物
。
（ＩＩ－５）レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、その配合比（質量比）が５０：
５０～９９：１、好ましくは６０：４０～９９：１、より好ましくは７０：３０～９９：
１となるように、果汁含有組成物に配合する工程を有する、果汁感が増強した果汁含有組
成物の製造方法。
（ＩＩ－６）モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を果汁含有組成物に配合する工程を
有する、果汁感が増強した果汁含有組成物の製造方法。
（ＩＩ－７）レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が５ｐｐｍ以上となる範囲
で果汁含有組成物に配合する工程を有する、（ＩＩ－５）または（ＩＩ－６）に記載する
製造方法。
【００１２】
（ＩＩＩ）果汁含有組成物の果汁感増強方法
（ＩＩＩ－１）レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、その配合比（質量比）が５０
：５０～９９：１、好ましくは６０：４０～９９：１、より好ましくは７０：３０～９９
：１となるように、果汁含有組成物に配合することを特徴とする、果汁含有組成物の果汁
感増強方法。
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（ＩＩＩ－２）レバウディオサイドＡを９０質量％以上含有するステビア抽出物及びモグ
ロシドＶを、レバウディオサイドＡとモグロシドＶの配合比（質量比）が、レバウディオ
サイドＡ：モグロシドＶ＝５０：５０～９９：１、好ましくは６０：４０～９９：１、よ
り好ましくは７０：３０～９９：１となるように、果汁含有組成物に配合することを特徴
とする、果汁含有組成物の果汁感増強方法。
（ＩＩＩ－３）前記ステビア抽出物に含まれるステビオサイド及びレバウディオサイドＣ
の合計含有量が０．２質量％以下である（ＩＩＩ－２）に記載する果汁感増強方法。
（ＩＩＩ－４）モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を果汁含有組成物に配合すること
を特徴とする、果汁含有組成物の果汁感増強方法。
（ＩＩＩ－５）レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が５ｐｐｍ以上となる範
囲で果汁含有組成物に配合する、（ＩＩＩ－１）乃至（ＩＩＩ－４）のいずれかに記載す
る果汁感増強方法。
（ＩＩＩ－６）果汁含有組成物が口用または口腔内用の組成物、好ましくは飲食品組成物
またはオーラルケア組成物である、（ＩＩＩ－１）乃至（ＩＩＩ－５）のいずれかに記載
する果汁感増強方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の果汁感増感剤は、果汁を含有する経口用または口腔用組成物に対して用いられ
ることで、当該組成物の果汁感を増強することができる。つまり、本発明の果汁感増感剤
によれば、果汁を含有する経口用または口腔用組成物に対して果汁感増強効果を発揮し、
果汁感が増強されてなる経口用または口腔用組成物を調製することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（Ｉ）果汁感増強剤
　本発明の果汁感増強剤の一つの態様は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、質
量比で５０：５０～９９：１の割合で含有することを特徴とする。また、本発明の果汁感
増強剤のもう一つの態様は、モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を含有することを特
徴とする。以下、前者の果汁感増強剤を「本果汁感増強剤１」、後者の果汁感増強剤を「
本果汁感増強剤２」、両者を「本果汁感増強剤」と総称する。
【００１５】
（レバウディオサイドＡ）
　レバウディオサイドＡは、ステビア抽出物に含まれているステビオール配糖体であり、
ステビア抽出物の主要甘味成分として、砂糖の３００～４５０倍の甘味度を有しているこ
とが知られている。レバウディオサイドＡは、キク科ステビア属に属する植物であるステ
ビアレバウディアナ・ベルトニ（Stevia rebaudiana Bertoni）（本発明では「ステビア
」と略称する）の葉や茎等から水又は有機溶媒で抽出し、精製することによって調製する
ことができる。なお、本発明で対象とするレバウディオサイドＡには、α－グルコシルト
ランスフェラーゼ等を用いてレバウディオサイドＡにグルコースやフルクトース等の糖を
転移した酵素処理レバウディオサイドＡも含まれる。
【００１６】
　本果汁感増強剤１においてレバウディオサイドＡは精製された状態で用いられてもよい
が、これに制限されず、本果汁感増強剤におけるレバウディオサイドＡの作用効果を妨げ
ないことを限度として、他のステビオール配糖体（ステビオサイド、レバウディオサイド
Ｂ、レバウディオサイドＣ、レバウディオサイドＤ、レバウディオサイドＥ、レバウディ
オサイドＭ、ズルコサイドＡ、レブソサイド、ステビオールビオサイドなど）との混合物
の状態で用いることもできる。かかる混合物としては好適にはステビア抽出物を挙げるこ
とができる。なお、ステビア抽出物には、α－グルコシルトランスフェラーゼ等を用いて
、上記ステビア抽出物にグルコースやフルクトース等の糖を転移した酵素処理ステビアも
含まれる。かかる混合物を用いる場合、混合物中のレバウディオサイドＡの含有量は全体
の９０質量％以上であることが好ましく、より好ましくは９５質量％以上である。混合物
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中におけるレバウディオサイドＡ以外の成分の含有量が５質量％、特に１０質量％を超え
て増えると、当該成分による果汁感増強剤の味質に対する影響が無視できなくなるからで
ある。制限はされないが、好ましい混合物として、レバウディオサイドＡの含有量が全体
の９５質量％以上であり、その他の成分として他のステビオール配糖体の含有量が合計で
１質量％以下、より好ましくはステビオサイド及びレバウディオサイドＣの含有量が合計
で０．２質量％以下であるステビア抽出物を例示することができる。
【００１７】
　レバウディオサイドＡは、前述するようにステビアの葉や茎等を原料として抽出精製し
て調製することができるが、簡便には、市販の製品を用いることもできる。かかる製品と
しては、制限されないものの、レバウディオＡＤ及びレバウディオＪ－１００（いずれも
守田化学工業（株）製）及びなどを挙げることができる。当該製品はレバウディオサイド
Ａを９０質量％以上の割合で含有するレバウディオサイドＡ含有製品（ステビア抽出物）
である。
【００１８】
（モグロシドＶ）
　モグロシドＶは、ラカンカ（羅漢果）抽出物に含まれているトリテルペン系配糖体であ
り、ラカンカ抽出物の主要甘味成分として、砂糖の約３００倍の甘味度を有していること
が知られている。モグロシドＶは、ウリ科ラカンカ属に属する植物である羅漢果（学名：
Siraitia grosvenorii）の生果実から水で抽出し、精製することによって調製することが
できる。
【００１９】
　本果汁感増強剤においてモグロシドＶは、レバウディオサイドＡと同様に精製された状
態で用いられてもよいが、これに制限されず、本果汁感増強剤におけるモグロシドＶの作
用効果を妨げないことを限度として、他のトリテルペン系配糖体（モグロール、モグロシ
ドIE1、モグロシドIA1、モグロシドIIE、モグロシドIII、モグロシドIVa、モグロシドIVE
、シメノシド、11-オキソモゴロシド、5α,6α-エポキシモグロシド）との混合物の状態
で用いることもできる。かかる混合物としては好適にはラカンカ抽出物を挙げることがで
きる。かかる混合物を用いる場合、混合物中のモグロシドＶの配合量は全体の１０質量％
以上であることが好ましい。より好ましくは２０質量％以上、さらに好ましくは３０質量
％以上、よりさらに好ましくは４０質量％以上であり、とりわけ好ましくは５０質量％以
上である。混合物中におけるモグロシドＶ以外の成分の含有量が増えると、当該成分によ
る本果汁感増強剤の味質に対する影響が無視できなくなる。　
【００２０】
　当該モグロシドＶは、前述するように羅漢果の果実を原料として抽出精製して調製する
ことができるが、簡便には、市販の製品を用いることもできる。かかる製品としては、制
限されないものの、モグロシドＶを高純度で含み、甘味度が砂糖の約３００倍である「サ
ンナチュレ（登録商標）Ｍ５０」（商品名：三栄源エフ・エフ・アイ株式会社製）や高純
度ラカンカ抽出物（サラヤ株式会社製）などを例示することができる。
【００２１】
（本果汁感増強剤）
　本果汁感増強剤１は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを質量比で５０：５０～
９９：１の割合で含有することを特徴とする。レバウディオサイドＡとモグロシドＶとの
好ましい配合比は６０：４０～９９：１であり、より好ましくは７０：３０～９９：１で
ある。なお、本発明の効果には直接関係しないものの、モグロシドＶは高価であるため、
レバウディオサイドＡとモグロシドＶとの総量を１００質量部とした場合においてモグロ
シドＶの割合を５質量部よりも多くすると、本果汁感増強剤１のコストがアップする傾向
がある。
【００２２】
　本果汁感増強剤１は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶを上記割合で混合すること
により製造することができる。また本果汁感増強剤１は、レバウディオサイドＡを９０質
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量％以上含有する前述のステビア抽出物を用いて、これにモグロシドＶを、レバウディオ
サイドＡとの質量比が前述の通り、５０：５０～９９：１、好ましくは６０：４０～９９
：１、より好ましくは７０：３０～９９：１となるように配合することで製造することも
できる。ここでモグロシドＶとして、本発明の効果を損なわないことを限度として、モグ
ロシドＶを甘味主成分として含有するラカンカ抽出物を用いることもできる。斯くして、
ステビア抽出物特有の味質（苦味、後引き感、コク味のなさ、甘味発現が遅い）を抑えな
がらも、果汁感増強作用を有する組成物を得ることができる。
【００２３】
　本果汁感増強剤２は、モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を有効成分とするもので
ある。本発明の効果を奏することを限度として、モグロシドＶの含有量は特に制限されな
いが、好ましくは１０質量％以上の範囲から選択することができる。より好ましくは２０
質量％以上、さらに好ましくは３０質量％以上、特に好ましくは４０質量％以上、最も好
ましくは５０質量％以上である。当該ラカンカ抽出物は、ウリ科ラカンカ属の多年生つる
植物であるラカンカ（羅漢果、学名：Siraitia grosvenorii）の生果実から水性溶媒を用
いて抽出して調製することができるが、簡便には商業的に入手することができる。本果汁
感増強剤２は当該ラカンカ抽出物からなるものであってもよいし、またその果汁感増強作
用を損なわないことを限度として、モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物に加えて、そ
れ以外の他の成分を含有するものであってもよい。
【００２４】
　本果汁感増強剤は、例えば後述する対象の果汁含有組成物の果汁感を増強するために用
いられる。その形態を問わないが、粉末状、顆粒状、タブレット状、およびカプセル剤状
などの固体の形態、ならびにシロップ状、乳液状、液状、およびジェル状などの半固体ま
たは液体の形態を有することができる。また一剤の形態のほか（例えばレバウディオサイ
ドＡとモグロシドＶとの混合調合品、モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物）、二剤の
形態（例えば、本果汁感増強剤１の場合、レバウディオサイドＡを含有する製剤とモグロ
シドＶを含有する製剤との組み合わせ物）を有するものであってもよい。
【００２５】
　本果汁感増強剤は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶを上記割合で混合し製造する
際に（またはステビア抽出物に、レバウディオサイドＡとモグロシドＶの割合が上記の割
合になるようにモグロシドＶを配合して製造する際に）、またはモグロシドＶを含むラカ
ンカ抽出物を製剤形態に調製する際に、その形態に応じて、薬学的に許容される担体、ま
たは飲食品に配合可能な担体を適宜配合することもできる。かかる担体としては、本果汁
感増強剤の作用効果に影響を与えない範囲で、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、
フラクトオリゴ糖などのオリゴ糖類；デキストリン、セルロース、アラビアガム、および
でん粉（コーンスターチ等）などの多糖類；および水などを挙げることができる。また本
果汁感増強剤の作用効果に影響を与えないことを限度として、乳糖、ブドウ糖、果糖、砂
糖、果糖ブドウ糖液糖などの糖類；ソルビトール、エリスリトール、ラクチトール、マル
チトール、マンニトール、キシリトール、還元パラチノースなどの糖アルコール類；アス
パルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウム、サッカリン又はその塩（サッカリ
ンナトリウム、サッカリンカルシウムなど）などの合成甘味料；甘草抽出物、アマチャ抽
出物、ブラゼイン、ネオヘスペリジンジヒドロカルコン、ナイゼリアベリー抽出物（モネ
リン）、およびテンリョウチャ抽出物などの天然甘味料の配合も排除するものではない。
さらに本果汁感増強剤の作用効果に影響を与えない範囲で、飲食品や医薬品に通常使用さ
れるような香料、色素、または防腐剤などを配合することもできる。
【００２６】
　本果汁感増強剤中のレバウディオサイドＡとモグロシドＶの合計量（レバウディオサイ
ドＡを含まない場合を含む。以下、同じ。）は、本果汁感増強剤の使用態様、及び他の成
分の有無等に応じて、０．００５～１００質量％の範囲から適宜設定することができる。
前述する割合からなるレバウディオサイドＡとモグロシドＶとの混合物（100質量％）の
甘味度は、砂糖の１５０～４５０倍程度、モグロシドＶを含むラカンカ抽出物の甘味度は
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砂糖の５０～４００倍程度であることから、例えば、本果汁感増強剤を適用する果汁含有
組成物の甘味を考慮して適宜設定することができる。例えば、甘味を付与することなく、
果汁含有組成物の果汁感を増強するために本果汁感増強剤を果汁含有組成物に配合する場
合、最終の果汁含有組成物中に含まれるレバウディオサイドＡとモグロシドＶの合計量が
０．００２質量％未満になるような範囲で適宜調整することができる。一方、果汁含有組
成物の果汁感を増強するとともに、甘味付与を目的として、本果汁感増強剤を果汁含有組
成物に配合する場合、最終の果汁含有組成物中に含まれるレバウディオサイドＡとモグロ
シドＶの合計量が０．００２質量％以上になるような範囲で適宜調整することができる。
つまり、本果汁感増強剤を、果汁感増強という用途とともに甘味料としての用途を兼ね備
えた「調味料」として使用する場合、本果汁感増強剤中のレバウディオサイドＡとモグロ
シドＶの合計量は、果汁含有組成物に配合した後の当該のレバウディオサイドＡとモグロ
シドＶの合計量が上記のとおり０．００２質量％以上になればよい。果汁含有組成物への
配合により１０～５００００倍に希釈されると考えれば、本果汁感増強剤中のレバウディ
オサイドＡとモグロシドＶの合計量は、０．０２～１００質量％になるように適宜調整す
ることができる。
【００２７】
　本発明において「果汁感」とは各種の果実が有している果汁独特の風味（味と芳香）で
あり、これらは、通常、果汁を含有する飲食物を口に含んだとき、また飲み込んだときに
、口腔内で感じる味覚による味、及び喉の奥から鼻腔内で感じる嗅覚による香りとが複合
して感知される特性を意味し、「果汁風味」、「果汁の味わい」、「果実感」または「果
実風味」等とも称することができる。なお、これらの「果汁感」は、後述する果物の種類
に応じて、各々独自の風味（味と香り）を有している。また本発明において「果汁感増強
」とは、果汁以外の成分（本果汁感増強剤）を添加することにより、果汁含有組成物に配
合している実際の果汁や果実の量よりも多く配合していると感じさせる感覚である。こう
した効果（感覚）は、通常、訓練された専門パネルによる官能試験によって評価判定する
ことができる。具体的には、対象とする果汁含有組成物に果汁感増強剤（候補物を含む）
を添加した場合に、添加する前の果汁含有組成物の果汁感と比較して果汁感が上記のよう
に増強していると感じられる場合には、当該果汁感増強剤は、本発明の果汁感増強剤に該
当すると判断することができる。
【００２８】
（II）果汁含有組成物
　本発明の果汁含有組成物の一態様は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを質量比
で５０：５０～９９：１の割合で含有する、経口用または口腔用の組成物である。この限
りにおいて、本発明組成物は、レバウディオサイドＡを９０質量％以上含有するステビア
抽出物とモグロシドＶを含有するものであってもよい。レバウディオサイドＡとモグロシ
ドＶとの好ましい配合比（質量比）は６０：４０～９９：１であり、より好ましくは７０
：３０～９９：１である。本発明の果汁含有組成物のもう一つの態様は、モグロシドＶを
含有するラカンカ抽出物を含有する経口用または口腔用の組成物である。以下、前者の果
汁含有組成物を「本発明組成物１」、後者の果汁含有組成物を「本発明組成物２」、両者
を「本発明組成物」と総称する。本発明組成物は、前述する本果汁感増強剤を、後述する
対象の経口用または口腔用組成物（以下、これを「経口・口腔用組成物」と総称する）に
添加配合することで簡便に調製することができる。
【００２９】
　本発明が対象とする経口・口腔用組成物は、少なくとも果汁を含有しており果汁感を有
するか若しくは果汁感が必要とされる組成物であり、例えば飲食品、経口医薬品、口腔用
医薬品、歯磨きや洗口液などのオーラルケア製品（医薬品または医薬部外品を含む）を挙
げることができる。また甘味が必要とされる組成物であることもできる。具体的には、果
汁を含有する組成物であり、好ましくは果汁を含有する飲食品である。
【００３０】
　本発明でいう果汁とは果物の汁を意味する。具体的には、その調製方法（取得方法）は
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問わず、搾汁、摺り下ろし、破砕または磨砕等の任意の処理により、果物から得られる汁
を意味する。また果汁を取得する果物の部位も制限されず、果実のみならず、果皮（ピー
ル）や胚乳などから得られる汁であってもよい。果汁由来物の原料となる果物の種類とし
ては、本発明の効果が発揮される限りにおいて特に限定されることなく、例えば、柑橘類
（オレンジ、ネーブル、温州ミカン、レモン、グレープフルーツ、ライム、マンダリン、
ユズ、シークワーサー、タンジェリン、テンプルオレンジ、タンジェロ、カラマンシー等
）、バラ科の果物（ストロベリー、アンズ、ウメ、サクランボ、ピーチ、スモモ（ライム
）、梨（西洋なし、中国なしを含む）、ビワ、アップル、プルーン、ネクタリン、カリン
、マルメロ）、ベリー類（例えばブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー、クランベ
リー、グーズベリー、カシス、ハスカップ）、ぶどう（例えばグレープ（巨峰、ピオーネ
及びデラウエア等の黒または赤系のぶどうを含む）、マスカット（緑系のぶどうを含む）
等）、パイナップル、キーウイフルーツ、グアバ、バナナ、マンゴー、アセロラ、パパイ
ヤ、パッションフルーツ、ライチ、メロン、及びスイカ等を制限なく挙げることができる
。これらの果実は、１種を単独で又は２種以上を混合して使用することができる。好まし
くはオレンジなどの柑橘系果物、ストロベリー、ピーチ及びアップル等のバラ科果物、グ
レープやマスカット等のぶどう類、カシス等のベリー類、マンゴー及びメロンを、制限さ
れることなく例示することができる。
【００３１】
　また、これらの果汁を含む組成物（果汁含有組成物）には、必要に応じて、他の可食性
成分を含んでいてもよい。例えば、可食性金属塩、賦形剤、有機酸、着色料、アミノ酸（
例えば、グリシン、アルギニン、リジン、アラニン、グルタミン酸、ヒスチジン、スレオ
ニン、アスパラギン、アスパラギン酸、フェニルアラニン、ロイシン、バリン、セリン、
チロシン、イソロイシン、メチオニン等）、栄養素（ビタミン類、ミネラルを含む）、抗
酸化剤、保存料、抗菌剤、静菌剤、植物抽出物（例えば、茶抽出物、コーヒー抽出物、コ
コア抽出物等）、甘味料（ショ糖、異性化糖、乳糖、麦芽糖、ブドウ糖、果糖、転化糖、
水あめ、粉末水あめ、還元麦芽水あめ、蜂蜜、トレハロース、パラチノース、Ｄ－キシロ
ース等の糖類；キシリトール、ソルビトール、マルチトール、エリスリトール等の糖アル
コール類；サッカリンナトリウム、サイクラメート及びその塩、アセサルファムカリウム
、ソーマチン、アスパルテーム、スクラロース、アリテーム、ネオテームなどの高甘味度
甘味料等）、及び香料等が挙げられる。
【００３２】
　本発明組成物に含まれる果汁の割合は、本発明組成物の目的（コンセプト）や種類に応
じて、本発明の効果が教示できる範囲であればよい。特に制限はされないものの、最終の
本発明組成物１００質量％中に１～１００質量％未満の範囲で配合されるように適宜設定
調整することができる。なお、ここで果汁の質量％は生果汁換算値を意味する。また、本
発明組成物のｐＨとしては、果汁感に影響しないｐＨ範囲とすることが好ましく、具体的
にはｐＨ２～８の範囲になるように適宜調整することができる。
【００３３】
　本発明が対象とする経口・口腔用組成物は、前記果汁に加えて糖類を含有するものであ
ってもよい。糖類としては、甘味を有し、飲食品や経口医薬品または経口医薬部外品など
の経口・口腔用組成物に配合が許容される糖類であればよく、具体的には、グルコース，
フルクトース，ガラクトース，マンノース、キシロース等の単糖類；麦芽糖、ショ糖及び
乳糖等の二糖類；乳果オリゴ糖、クラフトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリ
ゴ糖、大豆オリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース（ビートオリゴ糖）等のオリゴ糖；
キシリトール、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、ラクチトール、オリゴ糖ア
ルコール等の糖アルコール；異性化糖（ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、高果糖液
糖、砂糖混合異性化液糖、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖）；水飴、還元麦芽糖水飴、高糖化
還元水飴、低糖化還元水飴等を例示することができる。これらは１種単独でも、また２種
以上を任意に組み合わせて使用してもよい。また糖類は、前記糖類を１種または２種以上
含有する食品素材またはその加工物であってもよく、例えば前記食品素材としては果物や
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野菜等が、また加工物としては果汁等の果物や野菜の搾汁を例示することができる。糖類
として、好ましくは砂糖、果糖、ブドウ糖、異性化糖、糖アルコール類、果糖ブドウ糖液
糖、水飴等である。またこれらの糖類を含有する食品素材またはその加工物も好適な糖類
として使用される。なお、これらの糖類の形状は特に制限されない。例えば、固形状（粉
末状、細粒状、顆粒状等）、半固形状、液体状のいずれの形状であってもよい。本発明組
成物に糖類を配合する場合、その配合割合は、本発明の効果を妨げないことを限度として
、本発明組成物の目的や種類に応じて、０．０１～８０質量％の範囲で適宜設定すること
ができる。
【００３４】
　本発明組成物が飲食品である場合、飲食品としては、具体的に、前述する果汁を含有す
る、例えば果実・野菜飲料（果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュー
ス、果実・野菜ミックスジュース、果汁入り飲料等）、清涼飲料、炭酸飲料、発酵乳、乳
製品乳酸菌飲料、乳酸菌飲料、乳飲料、アルコール飲料などの飲料；おかき、センベイ、
おこし、まんじゅう、その他種々の和菓子；クッキー、ビスケット、クラッカー、パイ、
スポンジケーキ、シフォンケーキ、カステラ、ドーナッツ、ワッフル、バタークリーム、
カスタードクリーム、シュークリーム、チョコレート、チョコレート菓子、ゼリー、ホッ
トケーキ、パンその他種々の洋菓子；ヨーグルト、プリン、ババロア、ムース等の乳製品
；キャラメル、ソフトキャンディー、ハードキャンディー、グミキャンディー、錠菓（ラ
ムネ菓子、タブレット状製菓、清涼菓子等を含む）等の飴類；チューインガムや風船ガム
などのガム類；種々のスナック菓子；アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、ソ
フトクリーム等のアイスクリーム類；アイスキャンディー、シャーベット、ジェラート、
その他種々の氷菓；フラワーペースト、ピーナッツペースト、フルーツペースト、その他
種々のペースト類；ソース、マヨネーズ、固形ブイヨン、シチューの素、スープの素、そ
の他種々の調味料類を挙げることができる。なお、配合する果汁はストレート製法による
ものでも、また濃縮還元によるものでもよく、特に制限されるものではない。
【００３５】
　また本発明組成物が経口医薬品や医薬部外品である場合、前述する果汁を含有するトロ
ーチ、ドリンク剤、顆粒剤、散剤（粉末剤）、錠剤、およびカプセル剤等を挙げることが
できる。また、本発明組成物が口腔用医薬品や医薬部外品である場合、前述する果汁を含
有するスプレー剤、軟膏剤、パスタ剤等などを挙げることができる。さらにまた本発明組
成物がオーラルケア組成物である場合、前述する果汁を含有する液体歯磨き、練り歯磨き
、口中洗浄剤、および口臭除去剤などを挙げることができる。
【００３６】
　経口・口腔用組成物に対してレバウディオサイドＡ及びモグロシドＶは、本発明組成物
中のこれらの合計量が５ｐｐｍ以上となるように配合される（レバウディオサイドＡを含
まない場合も含まれる）。かかる合計量は、対象とする本発明組成物の種類などに応じて
適宜設定することができ、例えば下限値としては、前記の通り５ｐｐｍ以上を挙げること
ができるが、好ましくは１０ｐｐｍ以上、より好ましくは１５ｐｍ以上、さらに好ましく
は２０ｐｐｍ以上である。また上限値としては、果汁感増強という本発明の効果の点から
は特に制限されないものの、配合量が増加に伴って甘味が強くなることから、甘味とのバ
ランスから適宜設定することができる。好ましくは５００ｐｐｍ以下、より好ましくは４
００ｐｐｍ以下である。具体的には、対象とする本経口組成物の種類に応じて、レバウデ
ィオサイドＡ及びモグロシドＶの合計量が、５～５００ｐｐｍの範囲で、例えば１０～５
００ｐｐｍ、好ましくは２０～５００ｐｐｍ、より好ましくは２０～４００ｐｐｍの範囲
になるように配合することもできる。なお、レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶは、
本発明組成物の製造過程の任意の段階で添加することができる。
【００３７】
　斯くして調製される本発明組成物１は、果汁含有組成物中にレバウディオサイドＡとモ
グロシドＶとを前述する割合で且つ上記の総量で含有することで、レバウディオサイドＡ
とモグロシドＶとを含有しない果汁含有組成物と比較して果汁感が増強されてなることを
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特徴とする。また本発明組成物２は、果汁含有組成物中のモグロシドＶの量が上記総量に
なるようにモグロシドＶを含有するラカンカ抽出物を含有することで、当該ラカンカ抽出
物を含有しない果汁含有組成物と比較して果汁感が増強されてなることを特徴とする。ま
たレバウディオサイドＡとモグロシドＶの配合量にもよるが、本発明組成物は、同時にス
テビア抽出物が有する特有の呈味（苦味、甘味の後引き感（後味の残存）、コク味のなさ
、口腔内での甘味発現の遅さ）が改善されており、砂糖に近い味質（甘味）を有すること
もできる。
【００３８】
　果汁含有組成物について果汁感が増強されているか否かは、レバウディオサイドＡ及び
モグロシドＶ（本果汁感増強剤１）が配合された果汁含有組成物（被験組成物）の風味（
果汁感）を、レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶが配合されていない以外は前記被験
組成物と同じ組成の果汁含有組成物（比較組成物）の風味（果汁感）と比較することで評
価することができる。またモグロシドＶを含有するラカンカ抽出物（本果汁感増強剤２）
が配合された果汁含有組成物（被験組成物）の風味（果汁感）を、当該ラカンカ抽出物が
配合されていない以外は前記被験組成物と同じ組成の果汁含有組成物（比較組成物）の風
味（果汁感）と比較することで評価することができる。この評価において、比較組成物と
比較して被験組成物のほうが果汁感が上昇している場合に、被験組成物について本発明の
果汁感増強剤の配合により果汁感が増強されていると判断することができる。制限されな
いものの、具体的には、後述する実施例の記載に従って評価することができる。レバウデ
ィオサイドＡ及びモグロシドＶまたはモグロシドＶを含有するラカンカ抽出物の配合によ
り果汁含有組成物の果汁感が増強されることで、実際よりも多くの果汁を配合した果汁含
有組成物と同様の果汁感を有する本発明組成物を調製することができる。
【００３９】
  このように、本発明を用いることにより、果汁の配合量の増大や質の改善を要すること
なく、経口・口腔用組成物の果汁感を増強することができる。すなわち、本発明の製造方
法により、簡便かつ安価に果汁感が増強された経口・口腔用組成物を製造することができ
る。また、果汁の配合が少ないと薄い（頼りない、ボディ感のない）単調な味になり易い
が、本発明を用いることにより、薄い単調な味が果汁感が増強されることで補われ、各種
果汁に応じた固有の風味を増強することができる。
【００４０】
（III）経口用または口腔用組成物の果汁感増強方法
　本発明の経口用または口腔用組成物（経口・口腔用組成物）の果汁感増強方法は、上記
（II）で対象とする経口・口腔用組成物に、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを、
質量比で５０：５０～９９：１の割合で添加することによって実施することができる。こ
の場合、レバウディオサイドＡとして、レバウディオサイドＡを９０質量％以上、好まし
くは９５質量％以上含むステビア抽出物を用いることもできる。制限されないものの、他
の成分としてレバウディオサイドＡ以外のステビオール配糖体の含有量が合計で１質量％
以下、好ましくはステビオサイド及びレバウディオサイドＣの含有量が合計で０．２質量
％以下であるステビア抽出物を例示することができる。レバウディオサイドＡとモグロシ
ドＶとの好ましい配合比は６０：４０～９９：１（質量比）であり、より好ましくは７０
：３０～９９：１（質量比）である。
【００４１】
　また本発明の経口用または口腔用組成物（経口・口腔用組成物）の果汁感増強方法は、
上記（II）で対象とする経口・口腔用組成物に、モグロシドＶを含有するラカンカ抽出物
を添加することによっても実施することができる。
【００４２】
　これらの経口・口腔用組成物に対して果汁感増強効果を得るのに必要なレバウディオサ
イドＡ及びモグロシドＶの量は、対象とする本経口・口腔用組成物の種類などに応じて、
最終濃度が総量で５ｐｐｍ以上になるように適宜設定することができる（レバウディオサ
イドＡを含まない場合も含まれる。以下、同じ。）。レバウディオサイドＡとモグロシド
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Ｖの合計量として、例えば下限値としては、前記の通り５ｐｐｍ以上を挙げることができ
るが、好ましくは１０ｐｐｍ以上、より好ましくは２０ｐｐｍ以上である。また上限値と
しては、前述の通り、果汁感増強という本発明の効果の点からは特に制限されないものの
、配合量が増加に伴って甘味が強くなることから、甘味とのバランスから適宜設定するこ
とができる。好ましくは５００ｐｐｍ以下、より好ましくは４００ｐｐｍ以下である。具
体的には、対象とする本経口組成物の種類に応じて、レバウディオサイドＡ及びモグロシ
ドＶの合計量が、５～５００ｐｐｍの範囲で、例えば１０～５００ｐｐｍ、好ましくは２
０～５００ｐｐｍ、より好ましくは２０～４００ｐｐｍの範囲になるように配合すること
もできる。なお、レバウディオサイドＡ及びモグロシドＶは、本発明組成物の製造過程の
任意の段階で添加することができる。
【００４３】
　本発明の果汁感増強方法において、レバウディオサイドＡとモグロシドＶは、各成分を
個別に上記の配合比と添加量になるように、対象とする経口・口腔用組成物に添加しても
よいし、モグロシドＶを含むラカンカ抽出物を対象とする経口・口腔用組成物に添加して
もよいし、また（Ｉ）で説明する本果汁感増強剤を、上記添加量になるように、対象とす
る経口・口腔用組成物に添加してもよい。
【００４４】
　レバウディオサイドＡとモグロシドＶの配合量にもよるが、果汁含有組成物にレバウデ
ィオサイドＡとモグロシドＶとを前述する割合で組み合わせて配合する場合、ステビア抽
出物が有する特有の呈味（苦味、甘味の後引き感（後味の残存）、コク味のなさ、口腔内
での甘味発現の遅さ）を改善し、ステビア抽出物の味質を砂糖の味質に近づけながらも、
果汁含有組成物の果汁感を増強することができる。このように、本発明の方法によれば、
果汁の配合量の増大や質の改善を要することなく、果汁含有組成物の果汁感を増強するこ
とができる。すなわち、本発明の方法により、簡便かつ安価に、果汁感が増強された本発
明組成物を得ることができる。また、前述するように、本発明の方法を用いることにより
、果汁含有組成物の果汁感を増強することで、果汁の使用量を抑えることで生じる単調な
味を補い、果汁含有組成物の果汁感やその風味を増強することができる。
【００４５】
　なお、本明細書において、「含む」や「含有する」という用語には、「から実質的にな
る」及び「からなる」の意味が包含される。
【実施例】
【００４６】
　本発明の内容を以下の実験例や実施例を用いて具体的に説明する。しかし、本発明はこ
れらに何ら限定されるものではない。下記において、特に言及する場合を除いて、実験は
大気圧及び常温条件下で行っている。また特に言及する場合を除いて、「％」は「質量％
」を、「部」は「質量部」を意味する。
【００４７】
　以下の実験例において、レバウディオサイドＡ含有原料として、レバウディオサイドＡ
を９５．２％、レバウディオサイドＣを０．１％、及びステビオサイドを０．１％の割合
で含むステビア抽出物（レバウディオＪ－１００：守田化学工業（株）製）（乾燥粉末）
（特開２０１１－１１５１４２号公報参照）、及びレバウディオサイドＡを９０％の割合
で含むステビア抽出物（レバウディオＡＤ：守田化学工業（株）製）（乾燥粉末）を用い
た。以下の実験例では、前者を「ステビア抽出物１」、後者を「ステビア抽出物２」と称
する。
【００４８】
　また、以下の実験例において、モグロシドＶ含有原料として、ラカンカ抽出物（サンナ
チュレＭ５０：三栄源エフ・エフ・アイ（株）製）（乾燥粉末）を使用した。サンナチュ
レＭ５０は羅漢果の生果実（未乾燥果実）を水で抽出した後、濾過して回収した水抽出液
を脱色及び濃縮した後、スプレードライにより乾燥粉末としてモグロシドＶを５０％の割
合で含むように調製したものである。以下の実験例では、これを「ラカンカ抽出物」と称
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する。
【００４９】
実施例１～５　果汁感増強剤の調製
　前述するステビア抽出物１及びラカンカ抽出物を用いて、レバウディオサイドＡとモグ
ロシドＶの配合比（質量比）が表１に記載する割合になるように混合して、５種類の果汁
感増強剤１～５（実施例１～５）を調製した。表１に記載するレバウディオサイドＡとモ
グロシドＶの配合比は、レバウディオサイドＡとモグロシドＶの総量を１００部とした場
合における各成分の配合比（質量比）を意味する。
【００５０】
【表１】

【００５１】
実験例１　果汁感増強剤の果汁感増強作用の評価（その１）
（１）評価方法
　飲食品の味質の官能評価に従事し訓練して社内試験に合格したパネル４名（以下の実験
例においても同じ）を用いて、前記果汁感増強剤１～５（実施例１～５）を配合した各種
の果汁含有飲食物Ｉ（ｐＨ３．７～４．１）の果汁感を評価した。ここで果汁感は、果汁
含有飲食物を摂取した際に口腔及び鼻腔内で感じられる果汁特有の風味を意味する。
【００５２】
（果汁含有飲食物Ｉシリーズ）
　果汁（下記参照）　　　　　　２０．０
　果汁感増強剤　　　　　　　　　０．０１（表２参照）
　水　　　　　　　　　　　　　残　部　　　　　　
　合計　　　　　　　　　　　１００．００％
【００５３】
［果汁の種類］
グレープ（G）：コンコード５倍濃縮果汁（清澄）
ピーチ（P）：白桃５倍濃縮果汁
アップル（A）：りんご５倍濃縮果汁
オレンジ（O）：柑橘混合透明果汁５３Ｒ
【００５４】
　具体的には、評価基準とする果汁含有飲食物として、上記各果汁含有飲食物について果
汁感増強剤を配合しない果汁含有飲食物を「対照飲食物」；上記各果汁含有飲食物につい
て果汁の配合量を１．２５倍量（果汁２５質量％）とし、且つ果汁感増強剤を配合しない
果汁含有飲食物を「陽性対照飲食物」とし、これらの果汁感の評価スコアをそれぞれ「０
点」及び「２点」とした。
【００５５】
　パネル４名に下記の評価スコアに従って、果汁感増強剤１～５（実施例１～５）を添加
した各種の果汁含有飲食物Ｉの果汁感を評価してもらい、パネル４名の評価スコアの平均
値を求めた。なお、これらの果汁含有飲食物の果汁感の評価はいずれもそれらの品温を約
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【００５６】
［果汁感の評価スコア］
　３点：陽性対照飲食物よりも強い果汁感が感じられる（強い果汁感増強効果あり）
　２点：陽性対照飲食物とほぼ同じ果汁感が感じられる（果汁感増強効果あり）
　１点：対照飲食物よりも強いが、陽性対照飲食物よりは弱い果汁感が感じられる（果汁
感増強効果ややあり）
　０点：対照飲食物と同程度の果汁感（果汁感増強効果なし）
【００５７】
（２）評価結果
　結果を表２～５に示す。
【００５８】
【表２】

【００５９】
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【表３】

【００６０】
【表４】

【００６１】
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【表５】

【００６２】
　表２～５に示す結果から、各種の果汁含有組成物に対して、レバウディオサイドＡとモ
グロシドＶとを併用した組成物（果汁感増強剤）を配合することで、果汁含有組成物の果
汁感を有意に増強させることができることが確認された。具体的には、レバウディオサイ
ドＡとモグロシドＶとを５０：５０～９９：１、好ましくは６０：４０～９９：１、より
好ましくは７０：３０～９９：１、特に好ましくは７０：３０～９８：２の割合（質量比
）で併用することで、各種の果汁を含有する組成物に対して果汁感増強作用を発揮するこ
とが確認された。また、果汁含有組成物を冷蔵して品温を１０℃に調整したものについて
も同様に評価したところ、２５℃で評価した前記評価スコアと有意な相違は認められなか
った。
【００６３】
　また、前記ステビア抽出物１に代えてステビア抽出物２を用いて同様の試験を行った。
その結果、前記と同様に、レバウディオサイドＡとモグロシドＶとを５０：５０～９９：
１、好ましくは６０：４０～９９：１、より好ましくは７０：３０～９９：１、特に好ま
しくは７０：３０～９８：２の割合（質量比）で併用することで、各種の果汁を含有する
組成物に対して果汁感増強作用を発揮することが確認された。
【００６４】
実験例２　果汁感増強剤の果汁感増強作用の評価（その２）
（１）評価方法
パネル４名を用いて、前記果汁感増強剤（実施例２）を各種濃度（０．０００５～０．０
４質量％：表７～１４参照）になるように配合した果汁含有飲食物ＩＩ（ｐＨ３．３～４
．９）の果汁感を評価した。
【００６５】
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【表６】

【００６６】
［果汁の種類］
グレープ（G）：コンコード５倍濃縮果汁（清澄）
ピーチ（P）：白桃５倍濃縮果汁
アップル（A）：りんご５倍濃縮果汁
オレンジ（O）：柑橘混合透明果汁５３Ｒ（えひめ飲料株式会社製）
マスカット（Mu）：マスカット５倍濃縮果汁（清澄）
メロン（Me）：３０°Ｂｘメロン濃縮透明果汁ＣＡ（3.7倍濃縮）
ストロベリー（S）：５倍濃縮イチゴ果汁
マンゴー（Ma）：マンゴーピューレ（１倍として換算）
【００６７】
　具体的には、評価基準とする果汁含有飲食物として、上記各果汁含有飲食物ＩＩについ
て果汁感増強剤を配合しない果汁含有飲食物を「対照飲食物ＩＩ」；上記各果汁含有飲食
物ＩＩについて各果汁の配合量を１．２５倍量とし、且つ果汁感増強剤を配合しない果汁
含有飲食物を「陽性対照飲食物ＩＩ」とし、これらの果汁感の評価スコアをそれぞれ「０
点」及び「２点」とした。パネル４名に実験例１と同じ評価スコアに従って、各種濃度の
果汁感増強剤を添加した評価試験用の果汁含有飲食物（被験飲食物：表７～１４）の果汁
感を評価してもらい、パネル４名の評価スコアの平均値を求めた。
【００６８】
（２）評価結果
　結果を表７～１４に示す。
【００６９】
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【表７】

【００７０】
　なお、パネルの評価によると、グレープ果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合すること
で、ジューシー感、果肉感、厚み、熟成感、濃厚感、酸味、渋味、コク、皮の苦味、フレ
ッシュ感及び／または香りが増強されることが確認された。
【００７１】

【表８】

【００７２】
　なお、パネルの評価によると、ピーチ果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合することで
、酸味、蜜感、フレッシュ感、コク、ボディ感、濃厚感、青み、及び／またはジューシー
感が増強されることが確認された。
【００７３】
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【表９】

【００７４】
　なお、パネルの評価によると、アップル果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合すること
で、蜜感、酸味、果肉感、フレッシュ感、コク、濃厚感、及び／または香りが増強される
ことが確認された。
【００７５】

【表１０】

【００７６】
　なお、パネルの評価によると、オレンジ果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合すること
で、香り、酸味、フレッシュ感、濃厚感、ジューシー感、皮の渋さ、蜜感、コク（濃厚感
）、及び／または果肉感が増強されることが確認された。
【００７７】
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【表１１】

【００７８】
　なお、パネルの評価によると、マスカット果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合するこ
とで、香り、ボディ感、コク、華やかさ、酸味、厚み、フレッシュ感、ボディ感が増強さ
れることが確認された。
【００７９】

【表１２】

【００８０】
　パネルの評価によると、メロン果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合することで、コク
、香り、濃厚感、熟成感、青み、フレッシュ感、及び／又は果肉感が増強されることが確
認された。
【００８１】
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【表１３】

【００８２】
　パネルの評価によると、ストロベリー果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合することで
、コク、熟成感、甘酸っぱさ、ジューシーさ、青みが増強されることが確認された。
【００８３】

【表１４】

【００８４】
　パネルの評価によると、マンゴー果汁含有飲食物に本果汁増強剤を配合することで、果
肉感、コク、ボディ感、濃厚さ、ジューシーさが増強されることが確認された。
【００８５】
　表７～１４に示す結果から、果汁含有組成物に対して果汁感増強剤（実施例１）を少な
くとも５ｐｐｍ以上、好ましくは１０ｐｐｍの割合で配合することで各種の果物（グレー
プ、ピーチ、アップル、オレンジ、マスカット、メロン、ストロベリー、マンゴー）の果
汁感が増強されることが確認された。なお、果汁感増強剤（実施例２）の甘味閾値（極限
法）は０．００２％（２０ｐｐｍ）であることから、本発明の果汁感増強剤が発揮する果
汁感増強効果はその甘味の有無とは無関係であると考えられる。つまり、本発明の果汁感
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増強剤は甘味を呈さない量でも有意に果汁感成分の果汁感を増強することができる。
【００８６】
実験例３　果汁感増強剤の果汁感増強作用の評価（その３）
（１）評価方法
　パネル４名を用いて、果汁感増強剤として前記実施例２の果汁感増強剤、及びモグロシ
ドＶを５０％の割合で含むラカンカ抽出物（実施例６）を用いて調製した果汁含有飲食物
ＩＩＩ（ｐＨ３．３～４．９）の果汁感を評価した。また比較試験として、前記果汁感増
強剤（実施例２及び６）に代えて、アスパルテーム（比較例１）、及びステビア抽出物１
（参考例１）（以上、「高甘味度甘味料」）を配合して調製した果汁含有飲食物ＩＩＩに
ついても、同様にして果汁感を評価し、前記果汁感増強剤を用いた場合に得られる果汁感
と比較した。
【００８７】
（果汁含有飲食物ＩＩＩシリーズ）
　果汁（表１５参照）　　　　　　　　　　　２０．００
　果汁感増強剤または高甘味度甘味料　　　　表１５参照
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　　　
　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００％
【００８８】
　具体的には、前記果汁含有飲食物ＩＩＩの処方において、果汁感増強剤及び高甘味度甘
味料のいずれも配合しない果汁含有飲食物を「対照飲食物」；果汁の配合量を１．２５倍
に増やし、且つ果汁感増強剤及び高甘味度甘味料のいずれも配合しない果汁含有飲食物を
「陽性対照飲食物」として、実験例１と同じ評価スコア（基準）に従って、パネル４名に
果汁含有飲食物ＩＩＩの果汁感を評価してもらった。
【００８９】
（２）評価結果
　被験飲食物Ｂ、Ｏ及びＧについてパネル４名の評価スコアの平均値を表１５に示す。表
中「甘味倍率」は、砂糖の甘さに換算した甘味度を意味する。添加量を調節することで、
最終の飲食物の甘味度が等しく砂糖１．５％相当になるように調整している。なお、砂糖
１．５％相当量とは甘味を呈する量である。
【００９０】
【表１５】

【００９１】
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　以上、表１５に示す結果から、実験例１及び２と同様に、果汁含有組成物に対してレバ
ウディオサイドＡとモグロシドＶとを組み合わせて配合することで、果汁含有組成物の果
汁感を有意に増強させることができることが確認された。また、果汁含有組成物にモグロ
シドＶを含むラカンカ抽出物を配合した場合でも、果汁含有組成物の果汁感を有意に増強
させることができることが確認された。これに対して、比較例１、及び参考例１の結果に
示すように、高甘味度甘味料であるアスパルテームには果汁感増強効果はほとんど認めら
れず、またレバウディオサイドＡの効果も低かった。このことから、本発明の果汁感増強
作用はモグロシドＶ、またはレバウディオサイドＡとモグロシドＶとの併用による特有の
効果であることが認められた。また、結果は示していないが、レバウディオサイドＡとモ
グロシドＶを甘味の閾値以上（甘味を呈する量以上）の割合で配合する場合、本果汁含有
組成物は、同時にステビア抽出物が有する特有の呈味（苦味、甘味の後引き感（後味の残
存）、コク味のなさ、口腔内での甘味発現の遅さ）が改善されており、砂糖に近い味質（
甘味）を有することもできることも確認された。
【００９２】
（処方例）
　以下に説明するように、本果汁感増強剤として実施例２の果汁感増強剤を用いて、各種
の果汁含有組成物を製造した。
【００９３】
処方例１　オレンジ果汁飲料
　表１６に記載する処方からなるオレンジ果汁飲料（比較処方例１、処方例１）を製造し
、両者を飲み比べて、各飲料の果汁感を評価した。
【００９４】
【表１６】

【００９５】
（製法）
（1）水に成分１～８を加え、撹拌しながら溶解する。
（2）これを９３℃まで加温し（殺菌処理）、次いで成分９を加えて、水にて全量を補正
した後、容器に充填する。
【００９６】
　調製したオレンジ果汁飲料（比較処方例１、処方例１）を飲み比べたところ、比較処方
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物）特有のフルーティーでフレッシュな風味と濃厚感が感じられた。
【００９７】
処方例２　カシス果汁入り炭酸飲料
　表１７に記載する処方からなるカシス果汁入り炭酸飲料（比較処方例２、処方例２）を
製造し、両者を飲み比べて、各飲料の果汁感を評価した。
【００９８】
【表１７】

【００９９】
（製法）
（1）水に成分１～９を加え、撹拌しながら溶解し、重量補正する。
（2）これを容器に入れ、成分10を添加する。
（3）７０℃で２０分間加熱殺菌する。
【０１００】
　調製したカシス果汁入り炭酸飲料（比較処方例２、処方例２）を飲み比べたところ、比
較処方例２と比較して、処方例２はカシスの果汁感が高まっており、特に味に厚み（濃厚
なカシス感）が感じられた。
【０１０１】
処方例３　ゼリー（マンゴー）
　表１８に記載する処方からなるマンゴーゼリー（比較処方例３、処方例３）を製造し、
両者を食べ比べて、各ゼリーの果汁感を評価した。
【０１０２】
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【表１８】

【０１０３】
（製法）
（1）水に成分１、３および５～７の粉体混合物を加え、８０℃に加熱して１０0分間撹拌
しながら溶解する。
（2）これに成分２、４および９～１１と、少量の湯に溶解した成分８を加えて撹拌する
。
（3）水にて重量を補正した後、容器に充填する。
（4）８５℃で３０分間加熱殺菌した後、冷却固化する。
【０１０４】
　調製したマンゴーゼリー（比較処方例３、処方例３）を食べ比べたところ、比較処方例
３と比較して、処方例３はマンゴーの果汁感が高まっており、マンゴーの風味が強く感じ
られた。
【０１０５】
処方例４　グミキャンディー（グレープ）
　表１９に記載する処方からなるグミキャンディー（グレープ）（比較処方例４、処方例
４）を製造し、両者を食べ比べて、各グミキャンディーの果汁感を評価した。
【０１０６】
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【表１９】

【０１０７】
（製法）
（1）成分１～４の粉体混合物を、成分５に分散し、煮沸溶解する。
（2）これに成分６～８を添加し、７８kgになるまで煮詰める。
（3）別途、成分１０に成分９を添加して膨潤させ、８０℃の湯煎で溶解したものを、前
記(2)で調製したものに混合する。
（4）これに成分１１～１６を添加し、混合する。
（5）これをスターチモールドに充填し、室温にて、所定水分量（Brix83°）になるまで
乾燥する。
【０１０８】
　調製したグミキャンディー（比較処方例４、処方例４）を食べ比べたところ、比較処方
例４と比較して、処方例４はグレープの果汁感が高まっており、特に口に入れて噛んだと
きに最初に感じるグレープの風味が強く感じられ、またコクも高まっていた。
【０１０９】
処方例５　アイスキャンディー（ピーチ）
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　表２０に記載する処方からなるアイスキャンディー（ピーチ）（比較処方例５、処方例
５）を製造し、両者を食べ比べて、各アイスキャンディーの果汁感を評価した。
【０１１０】
【表２０】

【０１１１】
（製法）
（1）水と成分２を撹拌しながら、成分１、５および６の粉体混合物を添加し、８０℃に
加熱して10分間撹拌しながら溶解する。
（2）５℃以下でエージングする際に、成分３、４および７を添加し、水にて重量補正す
る。
（3）ブライン槽にて冷却硬化する。
【０１１２】
　調製したアイスキャンディー（比較処方例５、処方例５）を食べ比べたところ、比較処
方例５と比較して、処方例５はピーチの果汁感が高まっており、ピーチの濃厚な風味が強
く感じられた。
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